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第
十
条
及
び
第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
失
効
）

第
十
条

免
許
状
を
有
す
る
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
免
許
状
は
そ
の
効
力
を
失

う
。

一

第
五
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
又
は
第
七
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

二

国
立
又
は
公
立
の
学
校
の
教
員
で
あ
つ
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
た
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
が
失
効
し
た
者
は
、
す
み
や
か
に
、
そ
の
免
許
状
を
免
許
管
理
者
（
当
該
免
許
状
を

有
す
る
者
が
教
育
職
員
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
の
勤
務
す
る
学
校
の
所
在
す
る
都
道
府
県
の
教
育
委
員

会
、
当
該
者
が
教
育
職
員
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
の
住
所
地
の
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
上
げ
）

第
十
一
条

私
立
学
校
の
教
員
が
、
前
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
の
場
合
に
お
け
る
懲
戒
免
職
の
事
由
に
相
当

す
る
事
由
に
よ
り
解
雇
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
免
許
管
理
者
は
、
そ
の
免
許
状
を
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

免
許
状
を
有
す
る
者
（
教
育
職
員
以
外
の
者
に
限
る
。）が
、
法
令
の
規
定
に
故
意
に
違
反
し
、
又
は
教
育
職
員
た

る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
が
あ
つ
て
、
そ
の
情
状
が
重
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
免
許
管
理
者
は
、
そ
の
免
許

状
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
取
上
げ
の
処
分
を
行
つ
た
と
き
は
、
免
許
管
理
者
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
そ
の
者

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
免
許
状
は
、
そ
の
通
知
を
受
け
た
日
に
効
力
を
失
う

も
の
と
す
る
。

４

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
が
失
効
し
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
授
与
権
者
」
を
「
免
許
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
の
規
定
に
よ
る
免
許
状

取
上
げ
の
処
分
に
係
る
」
を
「
第
一
項
の
聴
聞
に
際
し
て
は
、」
に
、「
第
一
項
」
を
「
同
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
二
項
又
は
第
十
一
条
の
授
与
権
者
」
を
「
免
許
管
理
者
」
に
改
め
る
。

教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

法
律
第
五
十
五
号

教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
四
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
第
六
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
免
許
状
取
上
げ
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
取
上
げ
」
に
、「
二
年
」
を
「
三
年
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
免
許
状
が
そ
の
効
力
を
失
い
、
当
該
失
効
の
日
か
ら
三
年
を

経
過
し
な
い
者

第
五
条
第
三
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
知
識
」
を
「
知
識
経
験
」
に
改
め
、同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、

同
項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
又
は
第
七
」
を
「
、
第
七
又
は
第
八
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
、
そ
の
免
許
状
を
授
与
し
た
と
き
か
ら
五
年
以
上
十
年
以
内
に
お
い
て
都
道
府
県
の
教
育
委
員

会
規
則
で
定
め
る
期
間
」
を
削
る
。

二

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十

五
号
）
第
九
条

三

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一

号
）
第
十
条

四

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七

号
）
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項

五

海
事
代
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
十
二

号
）
第
八
条
第
一
項

六

船
舶
職
員
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九

号
）
第
二
十
七
条

七

離
島
航
路
整
備
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百

二
十
六
号
）
第
十
六
条

八

臨
時
船
舶
建
造
調
整
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第

百
四
十
九
号
）
第
五
条

九

倉
庫
業
法（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）

第
二
十
六
条

十

内
航
海
運
組
合
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六

十
二
号
）
第
六
十
八
条

十
一

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法

律
第
百
六
十
号
）
第
九
十
一
条
第
三
項

十
二

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及

び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年

法
律
第
百
十
三
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項

十
三

油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第

九
十
五
号
）
第
四
十
四
条

十
四

賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

五
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
十
六
条

十
五

漁
業
再
建
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
一
年

法
律
第
四
十
三
号
）
第
十
七
条
第
三
項

十
六

船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
六
条

十
七

本
州
四
国
連
絡
橋
の
建
設
に
伴
う
一
般
旅
客
定

期
航
路
事
業
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十

六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
八
条
及
び
第
二
十
五

条
第
一
項

十
八

貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八

十
二
号
）
第
五
十
七
条

十
九

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護

を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
七
十
六
号
）
第
六
十
条
第
二
項

二
十

外
国
船
舶
製
造
事
業
者
に
よ
る
船
舶
の
不
当
廉

価
建
造
契
約
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法

律
第
七
十
一
号
）
第
十
四
条

（
道
路
運
送
法
等
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
陸
運
支
局

長
」
を
「
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
」
に
改
め

る
。

一

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三

号
）
第
八
十
八
条
第
三
項

二

道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運

送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九

年
法
律
第
百
九
号
）
第
七
条
第
二
項

三

土
砂
等
を
運
搬
す
る
大
型
自
動
車
に
よ
る
交
通
事

故
の
防
止
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
二

年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
十
七
条
第
二
項

四

タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十

五
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項

五

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子

状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関

す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第

二
十
三
条
第
二
項

六

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
八

条
第
二
項

七

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の

実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律

第
六
十
四
号
）
第
八
十
条
第
三
項

（
経
過
措
置
）

第
二
十
八
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る

改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く

命
令
（
以
下
「
旧
法
令
」
と
い
う
。）の
規
定
に
よ
り
海

運
監
理
部
長
、
陸
運
支
局
長
、
海
運
支
局
長
又
は
陸
運

支
局
の
事
務
所
の
長
（
以
下
「
海
運
監
理
部
長
等
」
と

い
う
。）が
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約

そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。）は
、
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
法
律
に

よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基

づ
く
命
令
（
以
下
「
新
法
令
」
と
い
う
。）の
規
定
に
よ

り
相
当
の
運
輸
監
理
部
長
、
運
輸
支
局
長
又
は
地
方
運

輸
局
、
運
輸
監
理
部
若
し
く
は
運
輸
支
局
の
事
務
所
の

長
（
以
下
「
運
輸
監
理
部
長
等
」
と
い
う
。）が
し
た
処

分
等
と
み
な
す
。

第
二
十
九
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
旧
法
令
の
規
定
に

よ
り
海
運
監
理
部
長
等
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。）は
、
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
新
法
令
の
規
定

に
よ
り
相
当
の
運
輸
監
理
部
長
等
に
対
し
て
し
た
申
請

等
と
み
な
す
。

第
三
十
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る

罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

総
務
大
臣

片
山
虎
之
助

財
務
大
臣

塩
川
正
十
郎

厚
生
労
働
大
臣

坂
口

力

農
林
水
産
大
臣

武
部

勤

経
済
産
業
大
臣

平
沼

赳
夫

国
土
交
通
大
臣

林

寛
子

環
境
大
臣

大
木

浩

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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